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　ポリテクセンター米子では、求職者の方を対象に

ものづくりの技能・技術・専門知識を身につける訓

練を行っています。初心者の方も基礎から学べるの

で安心です。また、就職支援のシステムも充実して

います。手に職をつけたい、自分に足りないところ

を身につけスキルアップしたい方におすすめの訓練

です。

≪11月入所生（離職者対象）募集≫

①ビジネススキル講習付産業技術科産業技術科

（7ヶ月訓練）

　●定　　員　5人

　●訓練期間　11月１日（金）～令和7年５月30日（金）

②CAD・NC加工技術科（6ヶ月訓練）

　●定　　員　1５人

　●訓練期間　11月１日（金）～令和７年４月28日（月）

①・②共通

　●募集期間　９月10日（火）～10月17日（木）

　●見 学 会　10月８日（火）・10月29日（火）

　●体 験 会　10月３日（木）

　●入所資格　求職中の方

　　　　　　　（電気設備施工科はおおむね55歳未満の方）

　●受 講 料　無料（テキスト代等の実費は自己負担）

　●参　　考

　　雇用保険受給資格者で一定の要件を満たす方は、

　　訓練最終日まで受給期間が延長されます。雇用保険

　　受給資格者以外の方も一定の要件を満たせば、職業

　　訓練受講給付金を受給しながら受講できます。

　　詳しくはハローワークにお問い合わせください。

□申 最寄りのハローワーク

　　（ハローワーク根雨　TEL：72-0065）

□問 ポリテクセンター米子

　　訓練課　TEL：0859-27-5115

公共職業訓練の受講生募集募集

　ハラスメントは誰もが加害者にも被害者になる可
能性があります。今一度ハラスメントについて正し
く理解し、円滑なコミュニケーションを図ること
で、互いに快適な職場を目指しましょう。
セミナー①：職場でも大切なコミュニケーション
　　　　　　～対人トラブルの回避術！～
　　　　　　講師・公認心理師　安田拓歩さん

　　　　□日 9月12日（木）14:00～15:30
セミナー②：事例から学ぶ！職場のハラスメント
　　　　　　～予防のために正しい理解を～
　　　　　　講師・特定社会保険労務士　安田岳歩さん

　　　　□日 11月７日（木）14:00～15:30

□場 米子市立図書館　2階研修室（米子市中町）

□対 管理者、労働者、求職者、一般の方など興味がある人
※求職活動中の人は証明書を準備します。申込時に
　お知らせください。

□定 各回、50名（要予約・先着順）

□申 ･□問 鳥取県中小企業労働相談所みなくる米子
（平日9:00～17:30）　TEL：0859-31-8785
　FAX：0859-21-0034

よりよいコミュニケーションのための
ハラスメント防止セミナー

お知らせ

たくほ

たけほ

セミナー①
申込QRコード

セミナー②
申込QRコード

　米子公証役場では、公証週間（10月1日から10
月7日）の取り組みとして、下記のとおり休日法律
相談と、平日の相談時間延長を行います。
●休日法律相談
　□日 ･□時 10月5日（土）　9:00～16:00
●平日の相談時間延長
　□日 ･□時 10月1日（火）～10月7日（月）の平日18:00
　まで相談時間を延長

□場 米子公証役場
  （米子市加茂町2丁目113番地　加茂町ビル2階）

□内 公正証書作成にかかる遺言、任意後見、離婚（慰謝料・
　  養育費等）などに関して、公証人が相談に応じます。
※予約制ですので、事前に電話での予約をお願いします。    
（平日9:00～17:00受付）

□申 ･□問 米子公証役場　TEL：0859-32-3399

公証週間休日法律相談お知らせ

　鳥取県立美術館 開館半年前カウントダウンイベン

トとして、美術作品が入る前のからっぽの美術館を舞

台に、昼も夜も一日中遊びつくせるプログラムを繰り

広げます。みんなが主役の「かえっこバザール」、ま

ちを彩るフラッグづくり、アーティストトーク、ゲー

ムやワークショップが盛りだくさん！おいしいものが

集まるマルシェや謎解きラリーもあり。レーザーや映

像による光の競演のナイトイベントも必見です。

※詳細はプレサイトにてご確認ください。

□日 9月28日（土）　※申込不要、無料

□時 昼の部：10：00～16：00

　  夜の部：16：30～20：30

□場 鳥取県立美術館（鳥取県倉吉市駄経寺町2-3-12）

□問 鳥取県立美術館パートナーズ

　  TEL：0858-24-5542

　（平日9:00～17:00）

からっぽの美術館を遊びつくそう！お知らせ

　下記の日程で調査を実施します。円滑
な調査の実施に向けて、ご協力をお願い
いたします。また、調査票はオンライン
による回答も可能です。
●調査期間
　令和6年12月中旬～令和7年2月末　農林業経営体調査
　令和7年1月中旬～令和7年2月末
　　　　　　　　農山村地域調査（市区町村調査） 
　令和7年10月上旬～令和7年12月末
　　　　　　　　農山村地域調査（農業集落調査）

□問 農林水産省大臣官房統計部経営・構造統計課センサス
　  統計室農林業センサス統計班1、2班　
TEL：03-3502-5648（農林業経営体調査について）
　　　03-6744-2256（農業集落調査）

農林業センサスを実施します！お願い


